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 ３  平成２７年度介護報酬改定の概要について 

Ⅰ 介護報酬改定率について 

   改定率 ▲２.２７％ 

（処遇改善＋１.６５％、介護サービスの充実＋０.５６％、その他▲４.４８％） 

Ⅱ 改定の方向

１ 中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化 

  (1) 地域包括ケアシステムの構築に向けた対応 

  (2) 活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進 

  (3) 看取り期における対応の充実 

  (4) 口腔・栄養管理に係る取組の充実 

 ２ 介護人材確保対策の推進 

  (1) 介護職員処遇改善加算の拡大 

  (2) サービス提供体制強化加算の拡大 

 ３ サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築

  (1) サービス評価の適正化 

  (2) 集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る評価の見直し 

  (3) 送迎が実施されない場合の評価の見直し 

Ⅲ 地域区分の見直し

岡山市は、「６級地」から「７級地」になりますが、介護報酬１単位当たりの単価は従前の

とおりです。（短期入所生活介護を除く。） 

※ 各サービスの報酬改定の具体的内容については、各サービス編を参照してください。
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